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国づくりを支える総合的な手法の確立                  ●研究動向・成果
 

情報共有により実現する業務の 

理想の姿を目指して 
－情報共有システム機能要件の改定－ 
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１．はじめに 

建設現場での生産性向上のために、情報通信技

術（ICT）を活用して、工事施工中の情報を共有し、

受発注者間のコミュニケーションを強化していく

ことが有効と考えられている。そこで、国交省で

は、“国土交通省CALS/ECアクションプログラム

2005”で「工事施工中における受発注者間の情報

交換、共有の効率化」を目標の１つに掲げ、情報

共有システムの導入に取り組んでいる。これまで

の情報共有システムを利用するなかで、単なる情

報の共有だけでなく、工事における書類作成・管

理の改善、建設現場の問題への迅速な対応、電子

検査や電子成果品作成の改善など更なる業務改善

が求められている。この期待に応えるために、「工

事施工中における受発注者間の情報共有システム

機能要件（案）（Rev1.1）」の拡充を行い「工事

施工中における受発注者間の情報共有システム機

能要件 平成20年12月版Rev.2.0」を策定した1)。

策定にあたっては、学識経験者や業界団体（土工

協等）、地整の担当者等の意見を踏まえ行った。 

 

２．情報共有システム機能要件改定の要点 

 改定の要点とその効果を以下に示す。 

(1)建設現場の問題への迅速な対応 

 発注者が対応すべき協議回答等の作業を把握で

きるワンデーレスポンス支援機能、掲示板機能を

追加した。これにより、建設現場の問題に対する

迅速な対応が可能となる。 

(2) 工事完成図書の取りまとめ負荷軽減 

蓄積した情報から電子成果品を作成する電子成

果品作成支援機能を充実させた。これにより、電

子成果品の取りまとめ作業の負荷が軽減される。 

(3)電子データによる検査・検査準備作業の効率化 

システムを利用した電子検査が行える電子検査

支援機能を追加した。これにより、検査・検査準

備作業の効率化が図られる。 

機能要件の概要（抜粋）を表-1に示す。 

 

表-1 機能要件の概要（抜粋） 

機能名称 機能要件の概要 

掲示板機能 質問・回答など、発注者-請負者間で文章を登

録・削除・閲覧できる。 

スケジュール管理

機能 

請負者は、監督職員の予定のうち、当該工事に

関係する予定と、当該工事以外の予定の有無を

閲覧できる（請負者の利用機能）。 

発議書類作成機能 工事基本情報が帳票（鑑）に反映される。 

ワークフロー機能 システム上で、発議書類を提出、承認できる。

書類管理機能 

 

書類をフォルダ分けして、体系的に管理でき

る。 

電子検査支援機能 検査に必要な工事書類を抽出し、検索、閲覧、

ファイル出力できる。 

電子成果品作成支

援機能 

電子成果品は、当該工事に適用される電子納品

要領の仕様（フォルダ構成、ファイル命名など）

で作成できる。 

ワンデーレスポン

ス支援機能 

担当する全ての工事における承認状況等を一

覧表示できる。（発注者の利用機能） 

 

３．今後の予定 

今後は、ASP等の既存の情報共有システムへの実

装や公共工事への導入を促進する予定である。 
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様々な情報の重ね合わせによる

新たな利用価値の創造
－地理空間情報プラットフォームの検討－ 
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１．はじめに 

国土交通省は、2007年に策定した国土交通分野

イノベーション推進大綱において、位置に関する

情報を含んだ｢地理空間情報｣を社会基盤として新

たに位置づけ、これを共有財産として提供するこ

とが、災害対応やユニバーサル社会の実現等に有

益であるとしている。これを実現するために、｢地

理空間情報｣について位置をキーとして集約し、情

報を統一的に取り扱うことにより、国土交通省が

保有する各種の情報を国民や行政機関、学校、民

間企業等の誰もが自由に利用できる環境を目指し

て、地理空間情報プラットフォームの構築に取り

組んでいる。 

２．地理空間情報プラットフォーム 

地理空間情報プラットフォームとは、①地理空

間情報を交換する仕組み、②地理空間情報を利用

するアプリケーション、③位置情報を基にしたサ

ービスの3つが相互に作用し合って実現する社会

環境を意味している。 

本研究では、①地理空間情報を交換する仕組み 

として、位置情報を含む概要情報の仕様である「空

間情報連携仕様」を作成し、情報交換を可能とし

た。これらの概要情報は、②地理空間情報を利用

するアプリケーション（図－１）により一元的に

電子地図上に可視化され、利用者はこれまで単体

で提供されてきた情報同士を自由に重ね合わせる

ことが可能となる。さらに、利用者が持つ情報と

の組み合わせにより新たな利用価値を持つ情報が

創造でき、③位置情報を基にした新たなサービス

を提供できる可能性がある（図－２）。例えば、

歩道のバリアフリーマップと浸水想定区域図と避

難所位置を重ね合わせることによる最適な避難誘

導支援サービスなどが考えられる。 

３．おわりに 

国総研は、2010年度の本格運用を念頭に国土地

理院、東京大学空間情報科学研究センターと共同

研究を行っている。2009年度以降は、登録データ

を拡充し、外部での社会実験を実施するとともに、

基準類のとりまとめや民間企業での利活用の普及

等に努めて、本格運用していく予定である。 

本研究の取り組み状況については、ウェブサイ

トにて公開しているので、是非ご覧ください。 

http://www.spat.nilim.go.jp/home/

地理空間情報

概要情報

アイコン

図－１ 地理空間情報プラットフォーム基本システム 図－２ 情報の重ね合わせによる価値創造の概念 
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